
後 期 高 齢 者 医 療 保 険 特 別 会 計 補 正 予 算 （ 第 ４ 号 ） 及 び 予 算 に 関 す る 説 明 書

令 和 ６ 年 度

( １ 月 補 正 )



あ



７ 議 案 第 １ １ 号

令 和 ６ 年 度 西 之 表 市 の 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 特 別 会 計 補 正 予 算 （ 第 ４ 号 ） は 、 次 に 定 め る と こ ろ に よ る 。

　 （ 歳 入 歳 出 予 算 の 補 正 ）

第 １ 条 　 歳 入 歳 出 予 算 の 総 額 に 歳 入 歳 出 そ れ ぞ れ １ ， ３ ４ ２ 千 円 を 追 加 し 、 歳 入 歳 出 予 算 の 総 額 を 歳 入 歳 出 そ

　 れ ぞ れ ３ ３ １ ， ６ ５ ３ 千 円 と す る 。

２ 　 歳 入 歳 出 予 算 の 補 正 の 款 項 の 区 分 及 び 当 該 区 分 ご と の 金 額 並 び に 補 正 後 の 歳 入 歳 出 予 算 の 金 額 は 、 「 第 １

　 表 歳 入 歳 出 予 算 補 正 」 に よ る 。

　

　 　 令 和 ７ 年 １ 月 １ ６ 日 　 提 出

                                  西 之 表 市 長 　 八 板 　 俊 輔

令 和 ６ 年 度 西 之 表 市 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 特 別 会 計 補 正 予 算 （ 第 ４ 号 ）



あ



－1－

款 補  正  額 計

第 １ 表 歳 入 歳 出 予 算 補 正

（単位：千円）歳 入

項 補 正 前 の 額

繰 入 金3 122,433 1,342 123,775

一 般 会 計 繰 入 金1 122,433 1,342 123,775

331,653歳              入              合              計 330,311 1,342



補  正  額 計款

－2－

（単位：千円）歳 出

項 補 正 前 の 額

総 務 費1 11,877 620 12,497

総 務 管 理 費 1 11,063 620 11,683

保 健 事 業 費3 24,633 722 25,355

健 康 保 持 増 進 事 業 費 1 24,633 722 25,355

331,653歳              出              合              計 330,311 1,342



－3－

款 計

歳 入 歳 出 補 正 予 算 事 項 別 明 細 書１　総　括
（単位：千円）歳 入

補 正 前 の 額 補  正  額

3 繰 入 金 1,342 123,775122,433

歳     入     合     計 330,311 1,342 331,653



地 方 債

補 正 前 の 額 計補 正 額款

－4－

（単位：千円）

特    定    財    源
一般財源

国県支出金 そ の 他

補 正 額 の 財 源 内 訳

歳 出

6201 620 12,49711,877総 務 費

7223 722 25,35524,633保 健 事 業 費

歳     出     合     計 330,311 1,342 331,653 1,342



－5－

後期高齢者医療保険特別会計 3  繰入金

２　歳　入

（単位：千円）一般会計繰入金1繰入金（款） 3 （項）

補 正 額 説    明
金   額区   分

節
計補正前の額目

861事務費繰入金1861事務費繰入金1 18,75117,890 861事務費繰入金

481一体的実施事業繰1481後期高齢者医療広3 12,24711,766 481一体的実施事業繰入金

入金域連合受託事業繰

入金

123,7751,342122,433計



－6－
３　歳　出

（款） 1 総務費 （項） 1 総務管理費 （単位：千円）

目 補正前の額 補 正 額 計

補  正  額  の  財  源  内  訳

特   定   財   源 説    明

節

一般財源 区   分 金   額
国県支出金 地 方 債 そ の 他

1一般管理 11,063 620 11,683 620 2給 料 406 職員給料 406

費

3職員手当等 170 期末勤勉手当 170

4共 済 費 44 職員共済組合負担金 44

計 11,063 620 11,683 620

（款） 3 保健事業費 （項） 1 健康保持増進事業費

2一体的実 12,834 722 13,556 722 1報 酬 358 報酬（会計年度任用職員） 358

施事業費

2給 料 130 職員給料 130

3職員手当等 187 期末勤勉手当 84

期末勤勉手当（会計年度任用職員

） 103

4共 済 費 47 職員共済組合負担金 27

社会保険料負担金 12

職員共済組合負担金（会計年度任

用職員） 8

計 24,633 722 25,355 722



1　一　　般　　職

(１)　総　　括

共 済 費 合 計

報 酬 ( 千 円 ) 給 料 ( 千 円 ) 職 員 手 当 ( 千 円 ) 計 ( 千 円 ) (千円) (千円)

3
(2)

3
(2)

0
(0)

区　　　分 扶 養 手 当 住 居 手 当 通 勤 手 当 時 間 外 勤 務 手 当 期 末 勤 勉 手 当 特 殊 勤 務 手 当 管 理 職 手 当

職員手当 補 正 後 240 0 108 568 4,303 84 0

の 内 訳 補 正 前 240 0 108 568 3,946 84 0

比　　　較 0 0 0 0 357 0 0

区　　　分 児 童 手 当 管 理職員 特別 勤務 手当

職員手当 補 正 後 240 0

の 内 訳 補 正 前 240 0

比　　　較 0 0

ア　会計年度任用職員以外の職員

共 済 費 合 計

給 料 ( 千 円 ) 職 員 手 当 ( 千 円 ) 計 ( 千 円 ) (千円) (千円)

3

3

0

区　　　分 扶 養 手 当 住 居 手 当 通 勤 手 当 時 間 外 勤 務 手 当 期 末 勤 勉 手 当 特 殊 勤 務 手 当 管 理 職 手 当

職員手当 補 正 後 240 0 108 568 3,447 84 0

の 内 訳 補 正 前 240 0 108 568 3,193 84 0

比　　　較 0 0 0 0 254 0 0

区　　　分 児 童 手 当 管 理職員 特別 勤務 手当

職員手当 補 正 後 240 0

の 内 訳 補 正 前 240 0

比　　　較 0 0

イ　会計年度任用職員

共 済 費 合 計

報 酬 ( 千 円 ) 給 料 ( 千 円 ) 職 員 手 当 ( 千 円 ) 計 ( 千 円 ) (千円) (千円)

0

(2)

0

(2)

0

(0)

区　　　分 通 勤 手 当 時 間 外 勤 務 手 当 期 末 勤 勉 手 当

職員手当 補 正 後 0 0 856

の 内 訳 補 正 前 0 0 753

比　　　較 0 0 103

- 7 -

区　　分 職員数(人)
給　　　　　与　　　　　費

備 考

補 正 後 3,334 9,325 5,543 18,202 3,340

1,342

21,542

( )パートタイム会計年度
任用職員

補 正 前 20,200

比　　　較 358 536 357 1,251 91

2,976 8,789 5,186 16,951 3,249

区　　分 職員数(人)
給　　　　　与　　　　　費

備考

補 正 後 9,325 4,687 14,012 2,691

861

16,703

補 正 前 8,789 4,433 13,222 2,620 15,842

比　　　較 536 254 790 71

区　　分 職員数(人)
給　　　　　与　　　　　費

備 考

補 正 後 3,334 0 856 4,190 649

481

4,839

( )パートタイム会計年度
任用職員

補 正 前 2,976 0 753 3,729 629 4,358

比　　　較 358 0 103 461 20
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(２)　給料及び職員手当の増減額の明細

区 分

(３)　給料及び職員手当の状況

一 般 行 政 職 税 務 職

224,950 278,700

258,400 298,884

32.4 37.9

224,950 278,700

244,131 301,112

32.2 37.8

  イ　初任給

(試験) (試験)

(選考) (選考)

（総合職） （総合職）

（一般職） （一般職）

備　　　考

264,000円         

220,000円             249,900円         
大学卒 (試験) 220,000円 (試験) 220,000円

230,000円             

税務職

高校卒
188,000円 188,000円

（一般職） 188,000円             （一般職） 203,400円         
183,500円 183,500円

区分 一般行政職 税務職
国 の 制 度

一般行政職

令和6年10月1日

平均給料月額(円)

平均給与月額(円)

平均年齢(歳)

(令和6年12月1日現在）

  ア　職員1人当たりの給料　

区　　　　　　　　　分

令和6年12月1日

平均給料月額(円)

平均給与月額(円)

平均年齢(歳)

職 員 手 当 357
制度改正に伴う増減分

その他の増減分

令和6年人事院勧告に伴う期末勤勉手当0.1月増

給 料 536

給与改定に伴う増減分

昇給に伴う増加分

その他の増減分

令和6年人事院勧告に伴う増額

説　　　　　　　　　　明増減額(千円) 増減事由別内訳(千円)



  ウ　級別職員数

職員数 構成比 職員数 構成比 職員数 構成比 職員数 構成比

（人） （％） （人） （％） （人） （％） （人） （％）

１ 級 1 50.0 １ 級 １ 級 １ 級 1 33.3

２ 級 ２ 級 ２ 級 ２ 級

３ 級 1 50.0 ３ 級 1 100.0 ３ 級 ３ 級 2 66.7

４ 級 ４ 級 ４ 級 ４ 級

５ 級 ５ 級 ５ 級 ５ 級

６ 級 ６ 級 ６ 級 ６ 級

７ 級 ７ 級 ７ 級 ７ 級

計 2 100.0 計 1 100.0 計 計 3 100.0

１ 級 1 50.0 １ 級 １ 級 １ 級 1 33.3

２ 級 ２ 級 ２ 級 ２ 級

３ 級 1 50.0 ３ 級 1 100.0 ３ 級 ３ 級 2 66.7

４ 級 ４ 級 ４ 級 ４ 級

５ 級 ５ 級 ５ 級 ５ 級

６ 級 ６ 級 ６ 級 ６ 級

７ 級 ７ 級 ７ 級 ７ 級

計 2 100.0 計 1 100.0 計 計 3 100.0

（級別の標準的な職務内容）

３級 ４級 ５級 ６級 ７級

係 長 課 長 課 長

副 長 参 事 参 事

一 般 行 政 職 税 務 職

（Ａ） 人 3 2 1

（Ｂ） 人 3 2 1

１号給 人 0

２号給 人 0

３号給 人 1 1

４号給 人 2 1 1

人

％ 100.0 100.0 100.0

（Ａ） 人 3 2 1

（Ｂ） 人 3 2 1

１号給 人 0

２号給 人 0

３号給 人 1 1

４号給 人 2 1 1

人

％ 100.0 100.0 100.0

補 正 後

職 員 数

昇 給 に 係 る 職 員 数

号 給 数 別 内 訳

比率（Ｂ）／（Ａ）

補 正 前

職 員 数

昇 給 に 係 る 職 員 数

号 給 数 別 内 訳

比率（Ｂ）／（Ａ）

区　　分 １級・２級

合　　　計
代 表 的 な 職 種

一　　般　　行　　政　　職

  エ　昇給

区　　　　　分

課 長 補 佐
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小計

級 級 級 級

主 事 補 ・ 主 事 主 査

区分

一般行政職 税務職

令 和 6 年 12 月 1 日

令 和 6 年 10 月 1 日



６月(月分） １２月(月分） ３月(月分）

補 正 後 2.250 2.350 0.000 4.60

補 正 前 2.250 2.250 0.000 4.50

国　の　制　度 ― 4.60

最 高 限 度

（月分）

支　給　率　等

（支　給　率　等）

  キ　特殊勤務手当

一 般 行 政 職 税      務      職

支給対象職員の比率（%）
(令和6年12月1日現在）

  ク　その他の手当
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住 居 手 当 同  じ

通 勤 手 当 異なる
 離島であるという特殊事情に加え、交通

 事情を考慮し、支給内容を設定

区          分 国 の 制 度 と の 異 同 差異の内容

扶 養 手 当 同  じ

66.7 50.0 100.0

代表的な特殊勤務手当の名称 税務手当、保健師手当

区          分 全    職    種
代  表  的  な  職  種

給料総額に対する比率（%） 0.9 0.5 1.5

―

国　の　制　度
24.586875 33.27075 47.709 47.709

定年前早期退職特例措置
（２％～20％加算）

―

26.3655 33.27075 47.709 47.709
定年前早期退職特例措置

（２％～20％加算）

勧奨退職時特
別 昇 給

備　　　考
（月分） （月分） （月分）

そ の 他 の 加 算 措 置

  カ　定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

区分
２ ０ 年 勤 続 の 者 ２ ５ 年 勤 続 の 者 ３ ５ 年 勤 続 の 者

（３級５%，４・５級１０%，６・７級１５%）

（３級５%，４・５級１０%，６・７級１５%）

4.60 （３級５%，４・５級１０%，６・７級１５%）

備　　　　考

  オ　期末手当、勤勉手当

区　　分
支　給　期　別　支　給　率

支給率計（月分） 職制上の段階、職務の級等による加算措置



あ


